
信用保証協会の概要とコンプライアンス

■ 協会の目的

協会の目的と基本理念・基本方針・行動指針

兵庫県信用保証協会は、中小企業者が事業に必要な資金を借り入れる際、その公的な保証人となり、

事業の健全な発展を支援することを目的とした「信用保証協会法」に基づく法人です。

日本の産業社会において、事業所・従業員数の

大半を占めている中小企業は経済活力の源泉

であり、雇用を支え、地域経済の活性化に貢献

する極めて重要な存在です。

兵庫県信用保証協会は「信用保証協会法」に

基づき設立された公的機関として、金融上の

「公的保証人」となって、中小企業と金融機関

を結ぶ「架け橋」の役割を果たしています。

■ 基本理念

当協会では、以下の「基本理念」を定め、今日の厳しい経済状況と金融環境の中で、その社会的責任を

十二分に認識し、中小企業の良きパートナーとして信頼される保証協会をめざしています。

信用保証協会は中小企業の潜在的成長力を

発掘し、その信用力を保証する公的機関です。

信用保証協会は直接融資を実行する機関で

はありませんが、金融機関に対してリスクを回避

して融資する道を開きます。信用保証協会と

金融機関は一体となって、中小企業の活力を

創造していきます。

私たちは事業の維持・創造・発展に努力する

中小企業の良きパートナーとして

信頼される保証協会をめざし

地域経済・社会の発展に貢献します

中小企業のために 金融機関とともに

経済変化への
迅速・的確な対応を目指して
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■ 基本方針

「基本理念」の実現に向けて、「基本方針」を定めています。

①適正かつ健全な経営努力を続ける中小企業等の経営基盤の安定・強化に寄与するため、新たな信用創造
に努め、適宜・適切な保証を提供する。

②自主・中立の公的機関として、第三者の介在・介入を排除し、適正保証の推進に努める。

１． 公正・的確・迅速な「信用保証」を提供する

①中小企業の良きパートナーとして地域経済・社会の発展に貢献するため、人材の育成に努め、資質の向
上を図る。

②広く信頼される保証協会をめざし、多様化する中小企業のニーズに的確に応えるため、情報の提供、関係
機関との連携強化に努め、より質の高い保証業務を推進する。

２． 信頼される保証業務を推進する

①激変する金融環境の中にあって、信用補完制度の健全な運営と発展を図るため、将来に亘って揺るぎ
のない経営基盤を確立する。

②情報システムを有効に活用するなど、創意と工夫に努め、経営の合理化・効率化を図る。

３． 揺るぎない経営基盤を確立する

■ 平成２１年度行動指針

「基本理念」を実現するため「基本方針」に沿い、平成２１年度の具体的な行動指針を定めています。

①多様化する中小企業者の資金ニーズに対して迅速・的確に対応する。
②関係機関との連携強化を図り、政策保証や経営・再生支援を推進する。

１． 中小企業者の資金繰り改善に対する支援の強化

①目利き能力・審査能力の向上等により適正保証を推進する。
②広報活動の強化等により新規保証を推進し、保証利用度を高める。

２． 持続性のある信用補完制度の実現

①コンプライアンス態勢の強化により信頼性を確保する。
②将来を見据えた経営・業務の合理化・効率化を推進する。

３． 確固たる経営基盤の構築
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信用保証協会の概要とコンプライアンス

■ コンプライアンス

■ コンプライアンス態勢図

コンプライアンス

当協会が、中小企業金融の円滑化という設立の目的を果たし、持続的に存在していくためには、業務の健全性

を維持し、社会から信頼を得ることが不可欠です。

そのため当協会では、あらゆる法令やルールを遵守し、コンプライアンスに則った基本理念、基本方針および

行動指針を定め、誠実かつ公正な事業活動を行うことを通じて社会的責任や経営目標を達成し、地域

経済・社会へ貢献していきます。

あわせて、情報に対するリスク管理の重要性を認識し、適切な運用に努めています。

倫理憲章（全国信用保証協会連合会制定）
コンプライアンスに必要な精神が盛り込まれています。

基本理念
社会的責任を十二分に認識し、基本理念を定めています。

基本方針
基本理念の実現に向けて、基本方針を定めています。

行動指針
具体的な行動指針として毎年度定めています。

コンプライアンス

倫理規範の遵守

法規範の遵守

社内規範の遵守

適正な業務執行
役職員の具体的行動

基本的使命・社会的責任の遂行・経営目標の達成

地域経済･社会への貢献
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■ コンプライアンス体制図

■ コンプライアンスへの取組み

コンプライアンスにおいては、役職員全員の意識を高めるとともに、具体的な実践に結びつけることが

重要です。そこで当協会では以下の取組みを実践しています。

①当協会のコンプライアンスを推進し、コンプライアンス態勢の確立・維持を図るため「コンプライアンス委員会」
を設置しています。

②法令等遵守態勢を実現する手引き書として「コンプライアンスマニュアル」を制定しています。

③具体的な行動計画を策定し、達成状況を適切に評価するため、「コンプライアンスプログラム」を策定して
います。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス統括会議

理 事 会

常 勤 役 員 会

各部・事務所・支所、お客様総合相談室
（正職員・契約社員・派遣社員）
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コンプライアンス関連部署
（お客様総合相談室）

情報セキュリティ委員会

セクシュアル・ハラスメント
防止対策委員会

事務局
（総務部総務課）

個人情報取扱検討会議

特別業務審査会

常務理事

コンプライアンス推進担当
（部・支所の課長・次長）

7



当協会は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号、以下「個人情報保護法」という。）
などの法令及びガイドライン等を遵守して、お客様の個人情報及び個人データを取扱います。

１． 個人情報に関する法令等の遵守

①当協会は、信用保証業務の適切な運営の遂行のためにお客様の個人情報を適正に取得し、利用します。な
お、利用目的の詳細につきましては、当協会ホームページ及び窓口備付けの「個人情報保護法に基づく公表
事項等に関するご案内」の１．「当協会が取扱う個人情報の利用目的」に公表しておりますのでご覧ください。

②取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、上記記載の利用目的以外には使用い
たしません。

③取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、お客様の同意を得ることなく第三者には
提供・開示いたしません。

④お客様の本籍地等の業務上知り得た機微情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的
以外には、使用いたしません。

2． 個人情報の取得・利用・提供

信用保証協会の概要とコンプライアンス

情報保護と個人情報保護①

■ 情報保護への取組み

保証業務を行うために収集、作成、活用する情報は、協会にとって貴重な財産であり、機密に属するも

のが多くあります。これらの情報を安全で効率良く活用するための基盤を構築し、適切な管理を推進し

ていくことが必要です。特に、情報の漏洩等により社会的信用を失う事態を未然に防ぐことは責務であり、

情報に対する適切なリスク管理を重要な情報戦略と認識し、前向きに取組んでいます。

①情報セキュリティを確保するにあたって遵守すべき指針として「情報セキュリティ基本方針」を定めています。

②情報セキュリティ基本方針に基づき、遵守とその運営組織について「情報セキュリティ規程」を定めています。

③当協会が取得する個人情報について、適切な保護と利用を図るため、関係法令等を遵守するとともに、信用保
証業務の適切な運営の遂行のため個人情報に係る取扱い等について「個人情報保護規程」を定めています。

■ 個人情報保護宣言

個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報保護に関する取扱いを以下のとおり「個人情報保護宣言」

として制定しています。

兵庫県信用保証協会は信用保証協会法（昭和２８年８月１０日法律第１９６号）に基づく法人であり、中小企業等
の皆様が金融機関から貸付等を受けるについて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としており、信用
保証協会の制度の確立をもって中小企業等の皆様に対する金融の円滑化を図ることを目的としております。

業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせていただくことになりますが、お客様の個人情報の取扱い
について以下の方針で取組み、適正な個人情報の保護及び個人データの安全管理に努めてまいります。
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お客様の個人データについて、安全管理の一元管理を図る体制を構築し、組織的・人的・技術的安全管理
措置を継続的に見直し、お客様の個人データの取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、
個人情報保護への取組みを見直します。

3． 個人データの適正管理・安全管理

当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、役職員に周知
徹底させるため計画的に教育・研修を行う等個人情報保護への取組みを維持、改善していきます。

4． 個人情報保護の維持・改善

①当協会は、個人情報保護法第２３条第４項第１号の規定に基づき、個人データに関する取扱いを外部に
委託する場合があります。

②委託する場合には、適正な取扱いを確保するため契約の締結、実施状況の点検などを行います。

5． 個人データの委託

当協会は、お客様からの個人情報及び個人データの安全管理に関する質問・苦情について適切かつ迅速
に取組みます。

8． 質問・苦情について

平成１７年４月１日　兵庫県信用保証協会

当協会は個人情報等に関する各種のお問い合わせ窓口を設けております。

お問い合わせ窓口については、P１１「個人情報に関するお問い合わせ窓口」をご覧ください。

9． 開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の停止・安全管理措置に関する相談、質問及び苦情窓口

①法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が保有するお客様ご自身の個人データの開示及び
その利用目的の通知を求めることができます。

②請求の方法は、当協会窓口に備付けの個人情報開示等申請書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認
書類を添付して当協会窓口に持参ください。（郵送による請求も可能です。）

③個人データの開示及び利用目的の通知につきましては、1件につき３００円、開示請求文書が１５枚以上の
場合は、Ａ４文書１枚につき２０円とさせていただきます。なお、通知を郵送する場合は、実費をご負担して
いただきます。

6． 保有個人データの開示・利用目的の通知

①当協会が保有する個人データに誤りがある場合は、下記の窓口にご連絡ください。調査確認のうえ、法令等
に定める一定の場合を除き、訂正又は削除いたします。

②お客様の個人情報を不適切に取得し又は目的以外に利用している場合は、下記の窓口にご連絡ください。
調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの利用を停止いたします。

③お客様の個人情報を個人情報保護法第２３条に違反して第三者に提供している場合は、下記の窓口にご連絡
ください。調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの第三者提供を停止いたします。

④６．及び７．の具体的な手続につきましては、当協会ホームページ及び窓口備付けの「個人情報保護法に基づく
公表事項等に関するご案内」の３．（３）「開示等の求めに応じる手続に関する事項」をご覧下さい。

7． 保有個人データの訂正・削除、利用停止、第三者提供の停止
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当協会は、個人情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守いたします。
（１）法に基づき、お客様の個人情報を信用保証業務及びこれに付随する業務、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で利用すること
①経営・金融・各種制度利用の相談の受付 ②保証申込・条件変更申込の受付
③本人及び保証利用資格の確認 ④保証・条件変更の審査
⑤保証・条件変更の決定 ⑥保証取引の継続的な管理及び事後管理
⑦法令等や契約上の権利の行使や義務の履行 ⑧取引上必要な各種郵便物の送付
⑨信用保険・損失補償契約の相手方に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供
⑩市場調査及びデータ分析ならびにアンケート等の実施 ⑪各種保証制度利用のご提案
⑫保証料率・保険料率の算定及び保証料の返戻 ⑬代位弁済請求の受付、代位弁済の審査
⑭求償権の行使 ⑮経営改善・事業再生の支援
⑯その他中小企業金融及び信用補完制度の適正な運営
（２）お客様の本籍地等の業務上知り得た機微情報を適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないこと

１． 当協会が取扱う個人情報の利用目的（法１８条１項関係）

（１）当該個人情報取扱事業者（当協会）の名称：兵庫県信用保証協会
（２）すべての保有個人データの利用目的：上記１．をご参照ください。
（３）開示等の求めに応じる手続等に関する事項（法２９条関係）

当協会では、例えば法令等に定められた一定の場合（保証審査内容等）を除き、本人又はその代理人からの保有個人データの利用目的の通
知、保有個人データの開示、訂正等、利用停止等、第三者提供の停止（以下「開示等」といいます。）の求めに対応させていただいております。
①開示等の求めの申出先
開示等の求めは、「個人情報に関するお問い合わせ窓口」宛、当協会所定の申請書（下記②参照）に必要書類を添付のうえ、持参
又は郵送により行ってください。なお、郵送の場合は封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えください。

②開示等の求めに際して提出すべき書面（様式）等
開示等の求めを行う場合は、当協会所定の申請書（Ａ）をホームページからダウンロード又は当協会にご来会の上入手してい
ただき、所定の事項を全てご記入のうえ、本人確認のための書類（Ｂ）を添付してください。
（Ａ）当協会所定の申請書：「保有個人データ」開示等申請書
（Ｂ）本人確認のための書類：運転免許証、外国人登録証、住民基本台帳カード、パスポート等、原則として、写真付の公的資料のコピー１通

※原本を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。
③代理人による開示等の求め
開示等の求めをする方が本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人もしくは開示等の求めをすることにつき本人が委任し
た代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類（Ａ）又は（Ｂ）を添付してください。
（Ａ）法定代理人の場合

・成年被後見人の場合は、当協会所定の届出書　１通
・法定代理権があることを確認するための書類（戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証等のコピー）　１通
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類　１通
※原本を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。

3． 当協会が取扱う保有個人データに関する事項（法２４条１項関係）

信用保証協会の概要とコンプライアンス

情報保護と個人情報保護②

■ 個人情報の保護に関する法律に係る取組み
個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）は、個人情報の利用目的などについて公表することが定められています。
当協会では以下のとおり主な事項を定め、公表しています。

2． 個人情報の第三者提供について（法２３条１項関係）
当協会は、お客様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、法令等に定められた一定の場合を除き、あらかじめお客様の同
意を得ることなく第三者に提供することはありません。
なお、お客様の個人情報を第三者に提供すること及び個人情報の取得にあたっての利用目的については、「個人情報の取扱いに関
する同意書」（協会所定様式）によりお客様の同意を得ることとしております。

■ 個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
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（B）委任による代理人の場合
・当協会所定の代理人選任届　１通　　　　　　　　・本人の印鑑証明書　１通
・代理人本人であることを確認するための書類　１通　　※原本を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。

④開示等の求めにかかる手数料の額及びその徴収方法
開示等のうち、「保有個人データの利用目的の通知」又は「保有個人データの開示の求め」については、1件につき３００円、開示請求文
書が１５枚以上の場合は、Ａ４文書１枚につき２０円とさせていただきます。なお、通知を郵送する場合は、実費をご負担していただきます。
手数料等につきましては、当協会窓口にてお支払いただき、郵送の場合は、同額の定額小為替を申請書類に同封してください。
※手数料が不足していた場合及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払
いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。

⑤開示等の求めに対する回答方法
開示等のうち、「保有個人データの開示の求め」につきましては、書面又はお客様の了解を得た方法により遅滞なくご回答いたしま
す。その他の開示等につきましては、適宜の方法により遅滞なくご回答いたします。
なお、代理人による開示等の求めに対しましては、お客様ご本人に直接回答する場合がありますので、ご了承ください。

⑥開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報は、開示等の求めに応じるために必要な範囲内で取扱いいたします。

⑦保有個人データの不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨をご通知申し上げます。
また、不開示の場合につきましても所定の手数料をご負担していただきます。
ア．申請書に記載されている住所又は本人確認のための書類に記載されている住所と当協会の登録住所が一致しないときなど、
　本人確認ができない場合
イ．代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合　　　　　ウ．所定の申請書類に不備があった場合
エ．開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
オ．本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
カ．当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合　　　　　キ．他の法令に違反することとなる場合

個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
当協会の個人情報の取扱いに関する苦情については、お客様総合相談室までお申し出下さい。

4． 苦情の受付窓口に関する事項（法２４条１項４号、施行令５条、法３１条関係）

当協会が、別途、利用目的等を個別に示した通知、同意書等によりお客様の承認等を頂いた場合には、その個別の利用目的等が以上
の記載に優先いたします。ご了承ください。

5． その他

■ 個人情報等に関するお問い合わせ窓口

電話番号住　　所部　　署 郵便番号

お客様総合相談室 神戸市中央区浪花町62－1
神戸市中央区浪花町62－１
尼崎市昭和通3-96尼崎商工会議所会館3Ｆ

姫路市東延末3丁目27-2
豊岡市寿町8－7 
洲本市本町3－1－8
西脇市西脇885－27
加古川市加古川町溝之口527－4

神 戸 事 務 所
阪 神 事 務 所
姫 路 支 所
但 馬 支 所
淡 路 支 所
西 脇 支 所
加 古 川 支 所

6 5 1 - 0 1 9 5
6 5 1 - 0 1 9 5
6 6 0 - 0 8 8 1
6 7 0 - 0 9 6 5
6 6 8 - 0 0 2 4
6 5 6 - 0 0 2 5
6 7 7 - 0 0 1 5　
6 7 5 - 0 0 6 4　

0 7 8 - 3 9 3 - 3 9 0 5
0 7 8 - 3 9 3 - 3 9 0 0（代表）
0 6 - 6 4 1 1 - 4 1 3 3（代表）
0 7 9 - 2 8 9 - 3 6 1 1
0 7 9 6 - 2 2 - 5 1 7 1
0 7 9 9 - 2 2 - 4 4 9 3
0 7 9 5 - 2 2 - 6 7 7 5
0 7 9 - 4 2 4 - 1 1 0 5

（開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の停止・安全管理措置に関する相談、質問及び苦情窓口等）
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協会の概要

■ 兵庫県信用保証協会の概要

■ 県内ネットワーク

設　　立 1948年10月23日 

根拠法律 信用保証協会法
 （1953年8月10日制定） 

関係法律 中小企業信用保険法
 （1950年12月14日制定） 

事 務 所 本所・神戸事務所・阪神事務所・
 姫路支所・但馬支所・淡路支所・
 西脇支所・加古川支所

常 勤 役 職 員 228名 

基 本 財 産 513億円 

保 証 承 諾 額 7,238億円 

保証債務残高 1兆3,927億円 

代 位 弁 済 額 508億円 

求償権回収額 121億円 

 ※数値は平成20年度末現在

信用保証協会の概要とコンプライアンス

● 保証承諾の推移（金額） ● 保証債務残高の推移（金額） ● 代位弁済の推移（金額） ● 求償権回収の推移（金額）
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（億円） （億円） （億円） （億円）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

洲本市

神戸市加古川市
姫路市

西脇市

豊岡市

尼崎市

姫路支所

20年度
保証承諾

20年度
保証債務残高

723,797
（100.0%）

1,392,706
（100.0%）

126,762
（17.5%）

224,335
（16.1%）

47,518
（6.6%）

95,936
（6.9%）

23,903
（3.3%）

48,920
（3.5%）

加古川支所

淡路支所

西脇支所

45,495
（6.3%）

86,859
（6.2%）

185,191
（25.6%）

374,798
（26.9%）

262,257
（36.2%）

509,481
（36.6%）

阪神事務所

32,672
（4.5%）

52,376
（3.8%）

但馬支所

本所・神戸事務所

（単位：百万円）
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協会の沿革

昭和２３年
昭和２６年
昭和２９年
昭和３２年
昭和３３年

昭和３９年
昭和４０年
昭和４８年

昭和５１年
昭和５６年
昭和５７年
昭和６０年
昭和６１年
昭和６２年
昭和６３年
平成２年
平成５年
平成７年

平成１０年

平成１２年

平成１３年
平成１４年
平成１５年
平成１６年
平成１７年
平成１８年

平成１９年

平成20年

兵庫県信用保証協会が発足したのは、戦後の混乱が色濃く残る１９４８年（昭和２３年）のことでした。
百貨店の一室を借り、８人で保証業務を開始してから半世紀余り―。
この間兵庫県は、鉄道網や高速道路網の発達、明石海峡大橋の開通など大規模な基盤整備が進む一方で、
阪神・淡路大震災による甚大な被害を被るなど、激動の時代を駆け抜けてきました。我が兵庫県信用保証協会に
おいては、それぞれの時代の変化を適切に捉え、タイムリーな信用保証業務を展開することで、県内中小企業者
の金融円滑化に尽力してきました。

私たちは地域とともに歩み続けていきます。

■ 兵庫県信用保証協会の主な出来事
１０月２３日兵庫県信用保証協会が社団法人として神戸市に設立
「中小企業信用保険法」に基づく保険契約締結
「信用保証協会法」に基づく法人に組織変更
姫路支所・尼崎支所開設
中小企業信用保険公庫（現（株）日本政策金融公庫）設立、
「信用補完制度」が確立、但馬支所・淡路支所開設
「手形貸付根保証」、「手形割引根保証」創設
「特別小口保証」、「追認保証」創設
保証債務残高１０００億円突破
西脇支所・加古川支所開設
保証債務残高２０００億円突破
保証債務残高３０００億円突破
「推せん保証」創設
保証債務残高４０００億円突破
「当座貸越根保証」創設
「事業者カードローン根保証」、「長期経営資金保証」創設
保証債務残高５０００億円突破
保証債務残高７０００億円突破
保証債務残高１兆円突破
阪神・淡路大震災「災害復旧融資」創設
新本所ビル竣工
保証債務残高１兆５０００億円突破
創立５０周年を迎える
「中小企業金融安定化特別保証」創設 
「特定社債保証＜私募債＞」創設
「クイック保証＜クイック2000＞」創設
「セレクト保証」、「売掛債権担保融資保証」創設
「ひょうご無担保ローン『じんそく』」、「事業再生保証」、「資金繰り円滑化借換保証」創設
「下請振興関連保証」創設
近畿6協会参加によるコンピュータシステム基盤整備事業開始
「ひょうご無担保ローン『スーパーじんそく』」創設
保証料率体系を改正（9段階の保証料率体系を導入）
「クイックミニ保証」創設
「責任共有制度」の導入
「流動資産担保融資（ＡＢＬ）保証」創設
創立60周年を迎える
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」創設

昭和38年 ポートタワー完成
（神戸新聞社撮影）

昭和47年 山陽新幹線開通
（神戸新聞社撮影）

昭和56年 神戸ポートアイランド博覧会開催
（神戸新聞社撮影）

平成7年 阪神･淡路大震災
（神戸新聞社撮影）

平成18年 神戸空港開港
（神戸新聞社撮影）

平成20年 姫路菓子博
（神戸新聞社撮影）
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